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平成29年２月定例会　県土整備委員会（付託）

平成29年３月２日（木）

〔委員会の概要　県土整備部関係〕

島田委員長

　ただいまから，県土整備委員会を開会いたします。（10時33分）

　直ちに，議事に入ります。

　これより，県土整備部関係の審査を行います。

　県土整備部関係の付託議案については，さきの委員会において，説明を聴取したところ

でありますが，この際，理事者側から追加提出議案について説明願うとともに，報告事項

があれば，これを受けることにいたします。

【追加提出議案】（資料①）

　○　議案第52号　平成28年度徳島県一般会計補正予算（第５号）

　○　議案第61号　平成28年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計補正予算

　　　　　　　　（第２号）

　○　議案第62号　平成28年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算（第２号）

　○　議案第63号　平成28年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算（第１号）

　　

【報告事項】

　○　建築・電気・管工事における総合評価落札方式の見直し案について（資料②）

　○　「とくしま生活排水処理構想2017」（案）について（資料③④）

原県土整備部長

 それでは，県土整備部関係の案件につきまして，御説明申し上げます。

　お手元の県土整備委員会説明資料 (その３ )の目次を御覧ください。

　今回，御審議いただきます追加の案件は，平成28年度補正予算に係る歳入歳出予算，継

続費，繰越明許費及び地方債でございます。

　それでは，資料の１ページを御覧ください。

　一般会計の歳入歳出予算総括表でございます。

　表の下から３段目，計の欄を横に御覧ください。

　左から３列目の補正額欄に記載しておりますとおり，今回，県土整備部合計で 119 億

4,621 万 7,000 円の減額をお願いしております。

　その右隣の計欄には，補正後の額を記載してございますが 529 億 5,711 万 5,000 円とな

っております。

　また，補正額の財源につきましては，右の財源内訳欄に括弧書きで記載してございます。

　２ページをお開きください。特別会計でございます。

　公用地公共用地取得事業特別会計など，四つの特別会計の補正総額は，最下段の左から
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三つ目にございますように８億 9,683 万 5,000 円の減額となっております。

　続く３ページから22ページまでは，補正予算に係る各課別の主要事項説明についてでご

ざいます。

　まず，県土整備政策課でございます。

　表の右側摘要欄にございますように，職員の人件費の決定に伴う補正など，次の４ペー

ジの最下段，補正額に記載のとおり，合計で３億 9,329 万 1,000 円の減額となっておりま

す。

　５ページを御覧ください。建設管理課でございます。

　土木企画調整事業費の決定に伴う補正など，合計で85万 7,000 円の減額となっておりま

す。

　６ページをお開きください。用地対策課でございます。

　国から受託した用地事務等に要する経費の補正により 1,204 万 9,000 円の増額となって

おります。

　７ページを御覧ください。

　公用地公共用地取得事業特別会計でございます。

　公用地公共用地の先行取得額及び繰出金の決定等に伴う補正など，合計で２億 2,169 万

4,000 円の減額となっております。

　８ページをお開きください。道路整備課でございます。

　道路改築事業費や緊急地方道路整備事業費の決定に伴う補正など，合計で16億 3,447 万

2,000 円の減額となっております。

　９ページを御覧ください。都市計画課でございます。

　街路事業費や緊急地方道路整備事業費の決定に伴う補正など，合計で３億 4,610 万

8,000 円の減額となっております。

　10ページをお開きください。住宅課でございます。

　住環境未来創造基金積立に伴う補正など，合計で３億 8,897 万 2,000 円の増額となって

おります。

　11ページを御覧ください。営繕課でございます。

　営繕受託事業費の決定に伴う補正など，合計で 534 万 9,000 円の減額となっております。

　12ページをお開きください。河川整備課でございます。

 国直轄事業負担金や広域河川改修事業費の決定に伴う補正など，次の13ページの最下段

に記載のとおり，合計で， 2,035 万 9,000 円の増額となっております。

　14ページをお開きください。砂防防災課でございます。

 災害関連事業費や災害復旧事業費の決定に伴う補正など，次の15ページの最下段に記載

のとおり，合計で80億 2,118 万 2,000 円の減額となっております。

　16ページをお開きください。水・環境課でございます。

　流域下水道事業特別会計繰出金の事業費の決定に伴う補正など，合計で 6,823 万 2,000

円の減額となっております。

　17ページを御覧ください。
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　流域下水道事業特別会計でございます。

　旧吉野川流域下水道建設事業費の決定に伴う補正など，合計で１億 846 万 8,000 円の減

額となっております。

　18ページをお開きください。運輸政策課でございます。

　国直轄事業負担金のほか，次の19ページに記載しております災害復旧事業費の決定に伴

う補正など，合計で13億 7,207 万 8,000 円の減額となっております。

　20ページをお開きください。

　港湾等整備事業特別会計でございます。

　臨海土地造成事業費における県債の元利償還金の補正など，合計で５億 6,667 万 3,000

円の減額となっております。

　21ページを御覧ください。次世代交通課でございます。

 航空対策費の事業費の決定に伴う補正など，合計で 1,243 万円の減額となっております。

　22ページをお開きください。高規格道路課でございます。

　国直轄事業負担金や緊急地方道路整備事業費の決定に伴う補正など，合計で５億 1,359

万 8,000 円の減額となっております。

　続きまして，24ページをお開きください。

　既に御承認を頂き，事業を実施しております，一般会計における継続費の変更について

でございます。

　出合大橋上部工架設事業につきまして，平成28年度の進捗状況に伴い，年割額や財源を

変更しようとするものでございますので，よろしくお願い申し上げます。

　25ページを御覧ください。

　このページから38ページまでは，繰越明許費でございます。

　各事業の進捗状況を精査いたしました結果，平成29年度に事業費の一部を繰り越して事

業を執行する繰越明許費の御承認をお願いするものでございます。

　このうち，35ページまでは，一般会計に係る繰越明許費でございます。

　35ページの最下段，右から２列目の欄に記載のとおり，合計で 207 億 1,807 万 6,000 円

となっております。

　続く，36ページから38ページは，特別会計に係る繰越明許費でございます。

　36ページの公用地公共用地取得事業特別会計におきましては，翌年度繰越予定額３億

4,090 万円となっております。

　37ページを御覧ください。

　流域下水道事業特別会計におきましては，翌年度繰越予定額 6,700 万円となっておりま

す。

　38ページをお開きください。

　港湾等整備事業特別会計におきましては，翌年度繰越予定額 1,400 万円となっておりま

す。

　これらの事業につきましては，計画に関する諸条件などの理由により，年度内の完了が

見込めなくなり，やむを得ず翌年度に繰越しとなるものでございます。
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　事業効果の早期発現が図られますよう，今後とも，できる限りの事業進捗に努めてまい

りますので，よろしくお願いいたします。

　39ページを御覧ください。

　地方債でございます。

　流域下水道事業特別会計と港湾等整備事業特別会計におきまして，今回の補正に伴い，

財源に充てる県債の限度額の変更をお願いするものでございます。

　以上で，県土整備部関係の案件の説明を終わらせていただきます。

　続きまして，２点，御報告させていただきます。

　まず，１点目は，建築・電気・管工事における総合評価落札方式の見直し案についてで

ございます。

　お手元の資料（その１）を御覧ください。

 先の９月議会，11月議会におきまして，建築工事をはじめとする工事件数が少ない工種

において，落札企業に偏りがあるとの御指摘を頂いたところです。

　このため，建築の特Ａ業者29者，電気のＡ級業者22者，管のＡ級業者21者から，聞き取

り調査を行い，頂いた意見を参考に，見直し案を作成いたしました。

 番号１の手持ち工事数による評価の導入につきましては，入札公告時点で，県発注の同

種工事を持っていない企業に加点するもので，建築工事は 7,000 万円以上となる特Ａ及び

Ａ級工事を対象に，また，電気工事は 4,000 万円以上，管工事は 3,000 万円以上となるＡ

級工事を対象に ,新たに適用することといたします。

 番号２の地域精通度加点の適用拡大につきましては，地元企業育成の観点から，工事箇

所と同じ地区内に主たる営業所がある企業に加点するもので，建築工事は，特Ａ及びＡ級

工事全てに適用するとともに，配点を拡大いたします。

　また，電気・管工事においては，新たにＡ級工事すべてに適用することといたします。

 番号３の企業や技術者の工事成績評点の縮小につきましては，１億円を超える簡易型Ａ

以上の工事においては，企業，技術者双方の配点を，また，１億円未満となる施工能力審

査型においては，技術者のみの配点を縮小し，工事実績の占める割合を緩和いたします。

 番号４の一抜け方式の適用拡大につきましては，同一敷地内の分割工事のみに適用して

いるこの方式について，できるだけ多くの企業が，受注機会を確保できるよう，特Ａ及び

Ａ級の建築工事とＡ級の電気・管工事において，適用するエリアを更に拡大することとい

たします。

 このほか，番号５の建築工事において，機械保有状況の加点を廃止するとともに，番号

６の企業や技術者における工事成績評点の評価期間を10年に延長いたします。

　最後に，番号７の建築 ,電気 ,管工事の一部工事において，企業や技術者の工事成績を

問わないチャレンジ型を試行いたします。

 これらの見直しによりまして，落札企業が過度に偏ることなく，また，チャレンジ精神

あふれる，やる気のある企業の育成，業界全体の活性化，将来の担い手の確保につながる

よう，努めてまいります。

 今後とも，議会での御論議はもとより，建設業協会をはじめとする関係団体や，入札監
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視委員会の御意見等も踏まえ，５月１日からの新制度運用に向け，しっかりと準備を進め

てまいります。

　２点目は，「とくしま生活排水処理構想2017」（案）についてでございます。

　お手元の資料（その２）を御覧ください。

　１，概要ですが，生活排水処理構想は，生活排水処理施設の整備を効率的かつ計画的に

推進するための指針として，おおむね５年ごとに定期的な見直しを行っております。

　２，策定のポイントといたしましては，人口減少や高齢化の進行等の諸情勢の変化に柔

軟に対応するため，経済比較を基本としつつ，整備の時間軸の観点や地域のニーズを勘案

した，より弾力的な整備手法を選定することなどを柱に，平成27年４月から，各市町村に

おいて，見直しを行ってきたところでございます。

　３，見直し後の整備手法でございますが，公共下水道では，未着手の10処理区を廃止，

また，集落排水では，未着手の42処理区を廃止したことなどにより，集合処理区域が約

5,760ヘクタール減少し，事業効果の早期発現が見込まれる浄化槽区域にシフトしており

ます。

　４，整備目標につきましては，平成37年度の汚水処理人口普及率が，前構想の74％から，

79％と５ポイント向上しております。

　５，構想の推進といたしまして，浄化槽整備の加速化として，面的な整備，適切な維持

管理が可能な市町村設置型の導入支援，新たな技術・運営管理によるコスト縮減として，

ストックマネジメントの推進，水教育・普及啓発の推進として，標語・ポスターコンクー

ルの実施などに積極的に取り組むこととしております。

　６，今後の予定につきましては，県議会での御論議をはじめ，３月下旬のパブリックコ

メントによる御意見を踏まえ，７月の構想策定に向けまして，しっかりと取り組んでまい

ります。

　報告事項は，以上でございます。

　御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。

島田委員長

　以上で，説明等は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑をどうぞ。

須見委員

　先ほど部長報告にもありました建築・電気・管工事における総合評価落札方式の見直し

案について何点かお聞きしたいと思います。

　まず，１番にあります手持ち工事数による評価を導入とありまして，現行制度にはない

制度で，新しい制度になるようなことを書いております。建築につきましては特Ａ級，Ａ

級で 7,000 万円以上，電気工事は 4,000 万円以上，管工事は 3,000 万円以上となっており

ますが，どういった方法で手持ち工事数による評価を導入するように考えているのかを，
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もう少し詳しく教えてもらいたいのと，この下にある公告時点で工事中の県発注同種工事

が対象ということがどういったことなのか，もう少し詳しく教えていただきたい。

折目建設管理課長

　手持ち工事数の評価について御説明をさせていただきます。

　この手持ち工事数による評価でございますが，Ａ級以上の工事を発注するときに，Ａ級

以上というのは，繰り返しになりますが，建築工事で 7,000 万円以上，電気工事で 4,000

万円以上，管工事で 3,000 万円以上でございます。この工事を発注するときに，入札公告

を行った時点で，県発注のＡ級以上の同種工事を持っていない企業に加点するものでござ

います。

　この同種工事でございますが，建築工事を発注するときは，建築工事がこの同種工事に

当たります。それから，電気工事を発注するときは電気工事が同種工事になります。管工

事も同様でございます。

　これによりまして受注者の偏りを緩和し，できるだけ多くの企業の受注機会の確保につ

なげるものでございます。例えば，入札公告時点で県発注の同種工事を受注していれば，

もうその企業はゼロ点と。受注がなければ，一定点数を与えることといたします。

　具体的な配点等については，今後，建設業協会をはじめとする関係団体の御意見もお聞

きした上で最終決定したいと考えているところでございます。

須見委員

　それでは，続いて，２番目にあります地域精通度加点の適用拡大についてお伺いしたい

と思います。

　現行制度と見直し案について，どのように変わったのかを詳しく教えてください。

折目建設管理課長

　地域精通度でございますが，まず，この地域精通度というのは，繰り返しになりますが，

地元企業育成の観点から，工事箇所と同じ地区内に所在地がある企業に加点するものでご

ざいます。

　現在の制度では，建築のＡ級工事において，一部のエリアのみで適用の対象としており

ます。この一部のエリアというのは，庁舎名でいいますと，旧鳴門庁舎，吉野川庁舎，美

馬庁舎，三好庁舎でございます。県の北部エリアを対象に，建築のＡ級工事のみで今適用

しているところでございます。

　逆の言い方をしますと，このエリア以外のＡ級工事とか，更に大きい特Ａ級工事，２億

円以上の工事，これについては現行では対象外となっております。それから，電気，管工

事については，現行制度では全て対象外でございます。

　見直し案でございますが，建築工事については，特Ａ級及びＡ級工事全てに適用いたし

ます。 7,000 万円以上については全て適用ということでございます。

　それから，電気と管工事については，新たにＡ級工事全てに適用する方向で考えており
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ます。電気 4,000 万円以上，管 3,000 万円以上の工事についてはこれを適用するというこ

とでございます。

　それから，配点でございますが，現行制度の最大点が今15点でございますので，もう少

し拡大する方向で検討しているところでございます。

須見委員

　15点から拡大ということは，15点より増えるということで，見直し案に関しては，建築

では 7,000 万円以上の工事全てと，電気，管工事のほうは，電気が 4,000 万円で，管が

3,000 万円以上がその範囲に入るという，わかりました。

　次に，４番目の一抜け方式の適用拡大についてお伺いをいたします。

　見直し案のほうに，現行制度， 1,000 万円以上の工事を対象に同一敷地内のみの適用に

加えて数々の条件が付いて，先ほども，適用エリアの拡大をすると言われてましたが，エ

リアについては先ほども言ってました各庁舎単位のエリアになるのか，それとももう少し

大きい，東部とか南部とか西部とかのそういうエリアで増えていくのか，どういった形に

なるのかを詳しく教えてください。

折目建設管理課長

　一抜け方式でございますが，現行制度では 1,000 万円以上で同一敷地内の分割工事のみ

に今適用しております。ただ，この条件では対象案件がごく一部に限定されるということ

でございます。例えば，県営住宅の同じＡ棟，Ｂ棟を同時に建てるとか，あるいは同時に

解体するとか，こういったもののみが適用となります。このことから，見直し案におきま

しては，Ａ級以上の工事については県下全域に適用範囲を拡大して運用する方向で検討を

しております。

須見委員

　現行制度に加えてということなので， 1,000 万円以上から 7,000 万円，建築で言ったら

1,000 万円から 7,000 万円までは同一敷地のみに適用という形で，電気，管もそれぞれ一

緒で，それから以上， 7,000 万円以上， 4,000 万円， 3,000 万円以上という区分において

は新たに県下全域で適用されると。鳴門の工事でも，阿南の工事でも，一緒の扱いという。

わかりました。

　次に，７番目，新しくありますチャレンジ型を追加とありますが，これはどういったも

のでしょうか。

折目建設管理課長

　チャレンジ型という制度でございますが，この制度につきましては国土交通省の近畿地

方整備局において，企業や配置予定技術者の工事実績を求めない，企業チャレンジ評価型

という新たな制度を試行しているというふうに聞いております。

　県におきましても，この制度を準用しまして，工事実績は余りないが，チャレンジ精神
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あふれるやる気のある企業を育てるという観点から，企業や技術者の工事成績を問わない，

チャレンジ型を建築，電気，管工事の一部で試行して，その効果を検証したいと考えてお

ります。

須見委員

　このチャレンジ型というのは，認識としては，全く県の工事実績がなかったり，技術者

に点数がなかったりとか，企業に点数がなくても，一部の範囲においては入札に参加でき

るということでよろしいんですか。

折目建設管理課長

　例えば，電気とか管工事などは，総合評価で言うと配点が合計で60点になってます。こ

の60点の内訳をいいますと，企業の工事成績が15点で，それから配置予定技術者の工事成

績が20点，これを合わすと35点になりまして，全体に占める割合の６割近くがこの企業工

事実績ということになりますので，非常にいい工事実績を持ってるところに，そうでない

ところがなかなか逆転は難しいところです。しかしながら，そういう実績はないけど，県

の工事は受注してスキルアップをしていきたい，そういったやる気のあるチャレンジ精神

あふれる企業もヒアリングした結果では，かなりおりました。こういった企業が入札に参

加して，それで実際に仕事が受注できるようにということで，工事実績をカウントしない，

新たな方法で入札を試行でやってみたいと，そういうことでございます。

須見委員

　では，60点あって，35点は関係ないと，残りの25点で争うような形になるということや

ね。

折目建設管理課長

　そこはまだ最後詰まってはないんですが，例えば，この近畿地方整備局の事例で言いま

すと，チャレンジ型でも，Ａ型，Ｂ型という二つの方法がございまして，Ａ型については，

企業と配置予定技術者の両方の工事実績を見ないというのがＡ型でございまして，Ｂ型は，

企業の工事実績だけは見ると，配置予定技術者の工事実績は見ないというのがＢ型でござ

います。

　両方を見ない方法でいくのか，どちらか，例えば企業の工事実績だけを見て，配置予定

技術者の工事実績は見ないでいくのか，そのあたりはこれから詳しく詰めていきたいと考

えております。

　

須見委員

　チャレンジ型ということで，今まで県の工事に参加できていないところもできたら入れ

てほしいので，できればそのＡ型の両方見ないということが望ましいんではないかと思い

ます。できたらＡ型で進めるようにはしてほしいと思っております。
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　今回の見直し案につきましては，様々な，現行制度にないような制度も適用予定となっ

ているみたいであります。今後，建設業界をはじめとする関係団体の御意見を聞いた上で

とのことなので，これから詰めていく作業にはなるとは思います。

　今回のその見直し案について，報告があったように，実現，運用していけるように決意

のほどをお聞かせ願えたらと思います。

東村県土整備部副部長

　入札制度の見直し案についてでございますけれども，これまで，落札企業に偏りがある

と御指摘を賜っておりました建設，電気，管工事の企業から聞き取り調査を行いまして，

頂きました意見を反映できるように検討を進めてきているところでございます。

　見直し案につきましては，部長からも報告させていただきましたように，その方向性に

ついては固まってきているところでございまして，現在，配点などの詰めの作業を実施し

ているところでございます。今後，建設業協会をはじめとする関係団体の意見をお聞きし

た上で，早急に作業を進めてまいりたいと考えております。

　３月中には案を固めまして，確定させまして，新年度に入りまして，５月１日からの運

用ということでしっかりと進めてまいります。制度につきましては，今後とも常にその結

果を分析しまして，課題を十分に把握した上で不断の見直しを行ってまいりたいと考えて

おります。

　委員各位におかれましても，引き続き御指導のほど，よろしくお願い申し上げます。

須見委員

　今回の総合評価落札方式の見直し，５月１日から運用ということですが，数多くの業者

のほうが非常にこの制度の見直しについては期待し，注目されていると思います。なかな

か競争が行われる中において，全ての業者さんに納得していただくような入札制度という

のは非常に難しいのかなと思っておる次第でございますが，競争性，公平性，透明性のよ

り高い入札制度に向けて，不退転の決意とスピード感を持ってしっかりと取り組んでいた

だくとともに，今後，まだまだ時間はかかるんであろうと思いますが，建築，電気，管工

事以外の工事についても偏りがあるように見受けられるところもありますので，順次見直

していただくことを強く要望いたしまして，この件については終わりたいと思います。

　次に，徳島阿波おどり空港の国際線の誘致についてお伺いをしたいと思います。

　事前委員会のほうでは，香港，台湾を重点地域として誘致に取り組んでいるということ

をお伺いいたしました。来年度の予算関係でも，航空関係の予算，かなり充実しているよ

うではありますが，インバウンドの獲得に向けて地域間の競争が激しくなる中で，徳島県

としては国際線の誘致にどのように取り組んでいっているのか教えてください。

佐藤次世代交通課長

　国際線の誘致に向けましては，重点地域でございます香港や台湾にセールスに参りまし

た際，今年度最初に言われましたのが，今いろんな地域から誘致に向けて訪れて来ている。
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こうした中，月に１回でも最低訪れて顔を見せてくれないと忘れてしまいますよといった

ような厳しいお言葉を頂戴したというところでございます。こうしたセールスを通じまし

て我々実感いたしましたところとして，インバウンドの獲得に向け，それぞれの地域が全

力で今ＰＲを行って，誘致にしのぎを削る中，徳島県へ国際線誘致を加速していくために

は，徳島県の魅力発信のためのプロモーションの強化はもちろんのこと，国際線運航への

支援が欠かせないと実感した次第でございます。

　このため，来年度の予算におきましては，他県の事例も参考にしながら，国際線の離発

着に必要となります航行援助施設，いわゆる飛行機をレーダーで誘導していくための施設

の使用料をはじめまして，その他着陸料でありますとか，そうした離発着にかかる経費に

対しまして一部定率で補助を行うこととしています。具体的な金額といたしましては，例

えば，１回限りとか２回限りとかいう単発のチャーターの場合は，県内への１泊を条件と

いたしまして，１便当たり35万円。それと，定期便でありますとか，定期便に近い形での

いわゆる定期チャーターにつきましては，同様に考えまして，１往復当たりは67万円程度

の支援を行いたいと考えておるところでございます。

　また，海外から徳島県にお客様を運んでくるインバウンドチャーター便ですが，こちら

の場合，徳島県にお客様を運んできて，そのまた飛行機が帰るわけでございますが，どう

しても帰るときが空便となってしまう場合がこれまで多かったところでございます。その

空便をアウトバウンドチャーター便として，例えば県内の皆様が海外に旅行するための手

段として，旅行商品を造成してもらえるよう，新たに県内の旅行代理店向けに１企画１社

50万円を上限といたします広告料支援制度を設けたいと，考えておるところでございます。

　こうした支援制度を効果的に活用いたしまして，徳島阿波おどり空港への国際線の誘致

にしっかり取り組んでまいります。

須見委員

　では，答弁を聞く限りにおいては，しっかりと月１回伺って顔を見せて，忘れられない

ようにした上で，国際線の誘致には様々な運航支援が欠かせないのかなということを思っ

た次第で，私なりに理解をしたところでございます。

　そういった中で，国際線の誘致に関しては，先ほども言ってましたように，各県が全力

で取り組んでおり，各県との競争になる中で，他県の支援策を参考にしながら支援策を見

直していくということなので，これを国際線誘致の実現の足掛かりとしてしっかりと国際

線の就航へとつなげていただきたいと思います。一日も早い国際線の就航を期待している

県民の方々は多いと思います。そういった中で，決意表明の意味も込めまして，国際線の

就航時期，またいつ頃目指していくのか，具体的にしっかりとお答えいただければと思い

ます。

桒原県土整備部次長

　国際線の就航時期の見通しについてでございますが，繰り返しになりますが，現在，エ

アポートセールスといたしましては，商工労働観光部と連携し，香港，台湾を中心に行っ
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ており，今年度は特に海野副知事をリーダーにトップセールスを複数回行うなど，国際線

の誘致に向けた取組を加速させているところでございます。

　また，徳島阿波おどり空港におきましては，国際線のターミナル機能の整備を進めてお

りまして，平成29年度の完成を目指しているところでございます。

　須見委員からもお話がございましたように，国際線の誘致に向けましては，地域間の競

争が非常に厳しくなっておりますが，一日も早く海外からダイレクトでインバウンドを獲

得するため，また，県民の皆様方が気軽に海外旅行を楽しんでいただけますよう，国際線

ターミナルの供用開始時期にはチャーター便をはじめとした国際便の誘致が実現できます

よう，今後もしっかり取り組んでまいりたいと思います。

須見委員

　供用開始のときには国際線の就航をしているということで，力強い決意を聞けたように

思います。

　なかなか周りからは，徳島県には国際便は来んだろうと，来てもあかんだろうみたいな

声をよく聞くことがありますが，私自身はそういったふうには思ってなくて，必ず就航し

て，うまくやっていけるんだろうなと思っております。

　予算案の参考資料の中にも記載されていましたが，空のネットワークが交流人口の拡大

をリードし，地方創生を加速と書かれていましたように，徳島県への国際線の誘致をしっ

かりと進めていただきまして，就航実現，そして，インバウンドはもちろんのこと，徳島

県からのアウトバウンドが加わることによって交流人口が拡大して，徳島県の活性化につ

ながるように今後しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

岩佐委員

　私のほうからも，今年度最後の県土整備委員会ということで，少し質問と，あと要望が

主になろうかと思いますけれども，質問させていただきたいと思います。

　まず始めに，さきの本会議で，元木議員の代表質問の中での，四国横断自動車道，その

小松島阿南間の櫛渕地域に地域活性化インターを設けてはということに対し，地元小松島

市と連携をしてその設置に向けた構造検討であったり，連結強化に向けて取り組んでいく

という御答弁がありました。私も，小松島市ではないんですけども，山を隔てたところに

住んでいる者としても，本当にこのインターができることというのは大きなメリットが生

まれてくるものだと思っております。今後も，地元小松島市と協議を重ねて，本線の開通

とともにしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。

　ただ，このインターができることで，本当にメリットが生まれてくるというのは，地元

小松島市だけでなくて，その周りの勝浦町であったりとか，また阿南市でも加茂谷地域で

あったりとか，那賀町の方々も本当にアクセスがしやすくなるものだというふうに思って

おります。

　さらには，今，緊急輸送道路となっているのが県道22号と県道16号で，県道16号のほう

が第２次で，そこからつながってくる県道22号が第３次の緊急輸送道路というふうに指定
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をされているわけなんですけれども，この櫛渕にインターができることで，更に発災時の

緊急輸送というのが有効に動くものだと思っております。

　そこでなんですけども，そのインターから伸びる県道の整備について何点かちょっと現

状等を教えていただきたいんですけれども，まず，この櫛渕から勝浦のほうに抜けていく

県道22号，今，沼江工区のバイパス工事がもう随時進んでいるとは思うんですけれども，

この沼江工区の現状と完成等々について教えていただけますか。

正木道路整備課長

　県道22号ということで，阿南勝浦線の沼江工区の御質問だと思います。

　沼江工区につきましては，平成24年度までに延長約 1.2キロの区間を完成供用させてお

ります。平成27年度からは幅員狭小で最後のあい路区間でございます延長約 500メートル

の区間につきまして，バイパス事業に着手いたしております。

　バイパス事業でありますので，用地が全て完成した時点で工事に着手するということで，

現在，用地交渉に鋭意努めているところでございます。

岩佐委員

　このバイパス，残りの 500メートルの区間だけ若干，う回しているというようなことも

ありますので，これも早期に完成をすることを願っております。

　また，もう一方，ちょうど加茂地区のほうから，おととし，黒河工区も完成をしたんで

すけども，県道28号の整備もどんどんと奥のほうでは進んでいまして，また深瀬のほうで

も堤防築堤と県道の堤防道路ということで利便性が大変向上しているというふうに思って

おります。

　また，加茂地区において築堤も進んでいるということで，この県道28号，特に楠根の入

り口辺りというのは，本当に今工事車両もたくさん通っているというようなことなんです

けども，この持井橋のところから入ったところというのが今，狭小な状態が続いておりま

す。いろいろ御苦労もあるというふうに聞いておるんですけれども，ここの入り口という

のが広がることが，やはり地元の方々にとっては本当に有り難い話だというふうに思いま

すけど，この区間の今後の見通し等についてはどのようになっておりますか。

正木道路整備課長

　県道28号ということで，阿南小松島線の持井工区の御質問かと思います。

　持井工区につきましては，先ほど説明ありましたように，幅員が狭小で，すれ違いが困

難である区間，約 600メートルの区間におきまして，平成22年度から事業着手いたしてお

ります。

　平成27年９月に阿南勝浦線との交差点付近約40メートルが完成しておりまして，平成29

年２月になりますが，約 100メートル区間につきましては，暫定の現道の拡幅工事が完成

いたしたところでございます。

　ここも用地がなかなか取得が困難なところがありまして，進んでないところもございま
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すが，引き続き用地交渉に努めて，早期の完成を目指してまいりたいと考えております。

岩佐委員

　この年末から年明けにかけて，若干，用地取得しているところで待避所というのを設け

ていただいて，地元の方というのは，そこのすれ違いというその待避所ができただけでも

本当に喜んでおります。早期の完成というのを望んでおります。

　また，こういった今進んでいるバイパス等の整備とともに，今後，それぞれその県道22

号，そして県道28号がちょうど合うといいますか，そのインターチェンジのほうに向かっ

ていく交差点が今ございます。そこが今，地元の企業の通勤帰宅時なんかに本当に通行量

も多いような状況であります。そこを，南から行けば右折をしてインターチェンジ方向に

曲がるということで，ここが今１車線しかございません。時差式の信号で，若干右折がで

きるようにはなっているんですけども，今後，そのインターチェンジができるというよう

なことを踏まえて，その交差点の改良等もまた今後検討していただいて，しっかりインタ

ーチェンジの機能が発揮できるように，県道整備に努めていただきたいと要望しておきた

いと思います。

　次に，河川の件について何点かだけちょっとお伺いしたいと思います。

　この４月から徳島県治水及び利水等流域における水管理条例が施行するということで，

その中で，治水の上に利水が成り立つという理念ということで，私もその那賀川流域に住

む者としても，本当にこの条例というのは有り難く，これから先安心して暮らせるなとい

うような思いでいるわけなんですけれども，その理念のもとで，今随時，築堤も進んでき

ております。先ほど述べました加茂地区の築堤であったりとか，また，この間しゅん工し

ました脇町第一箇所の堤防であったりとか，本当に築堤を進め，無堤地区を解消していく

というのがまず一番だというふうに思っておりますが，当然そういうふうに堤防ができる

ことで，洪水による浸水というのは本当に減っていくのかなというふうなことでもあるん

ですけども，当然堤防で囲まれることによって，その内水というのがやはり，はけていか

ないというようなことも懸念をしております。特に，近年における降雨の激甚化というこ

ともあろうかと思います。

　その中で，条例の中でも浸水被害の防止というようなこともうたわれているんですけど

も，さらに，この条例第18条のあたりに，排水ポンプ車の機動的で円滑な運用というよう

なことがうたわれております。当然，築堤の箇所が進むにつれて，その囲まれた部分とい

うのが増えていくとは思うんですけれども，今現在の県の所有とまた国が持っているポン

プ車というのがあると思うんですけども，それぞれ，例えば，その能力であったりとか台

数というのがどのようになっているんでしょうか。

久米河川整備課長

　県，それから国のほうでお持ちになっております排水ポンプ車の台数でございますが，

県におきましては，平成17年度２台，平成18年度に１台を導入いたしまして，それぞれ毎

分30トン排水ということになっております。さらに，本年度美波庁舎のほうに配置すべく
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１台導入を予定しているところでございます。

　それから，国におきましては，徳島河川国道事務所管内で７台，那賀川河川事務所管内

に３台ということでございます。能力につきましては，徳島河川国道事務所のほうが毎分

150トンの能力を持つものが１台，それから毎分60トンの能力を持つものが３台，毎分30

トンの能力を持つものが３台という形になっております。那賀川河川事務所の３台につき

ましては， 150トンの能力が１台，それから30トンの能力が２台となっております。

岩佐委員

　県所有の分も今年度から美波庁舎に１台増え，また国においても，計10台あるというよ

うなことなんです。機動的で円滑なというようなこともあるんですけれども，そのそれぞ

れの配置場所からの浸水被害が出るようなときの応援態勢と言うんですか，それぞれどの

ように機動的に動いているんでしょうか。

久米河川整備課長

　まず，ポンプ車の配備になりますけども，県の排水ポンプ車につきましては，市町村で

あるとか県民局からの要請を受け，また，国の排水ポンプ車は，市町村や県から出動の要

請をした場合に，被害状況とかを総合的に判断しながら，連携しながら出動していくとい

う状況でございます。

　応援態勢をとった事例といたしまして，平成27年９月，海陽町のほうで局地的な集中豪

雨があり，宍喰川の水位が上昇して，内水被害のおそれが生じるということから，町の要

請を受けまして，県の阿南庁舎に配置しておりますポンプ車を１台配備いたしました。さ

らに，県のほうから国へも要請いたしまして，那賀川河川事務所に配置されております１

台についても海陽町のほうに出動をお願いしたという事例がございます。

　また，平成26年になるんですが，これは東みよし町の山陰谷川で町から国のほうに要請

いたしまして，徳島河川国道事務所所管の１台を出動いたしますとともに，高松市にあり

ます国の機関，四国技術事務所に配置している排水ポンプ車も出動していただいたという

事例がございます。

　降雨の状況でありますとか，水位の状況によって機動的な運用には取り組んでいるとこ

ろなんですけれども，先ほど岩佐委員からもお話ありました，条例にも機動的で円滑な運

用について市町村その他の関係者と一層の連携を行うことという規定もさせていただいて

いるところでございます。今後とも引き続き，市町村や国との連携を密にして，円滑な迅

速な対応に努めてまいりたいと考えております。

岩佐委員

　それぞれ応援態勢であったりとか，高松市のほうからも連携があって，応援をしていた

だいたというようなことで，多分大雨が降って浸水被害が出るところというのも本当にあ

ろうかと思うんですけども，今後もそういった応援態勢，迅速でまた円滑な運用というの

を進めていっていただきたいというのとともに，先ほども述べましたけども，これから築
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堤が進んでいくということで，囲まれた地域というのが増えてくると思います。そういう

意味でも，運用面だけで追いつかないというようなことも今後何年か先というのはまた出

てくる可能性もあります。県や，また国に対しても排水ポンプ車の増大というようなこと

も今後求めていっていただきたいと思っております。

　あと，これは島田委員長のほうから一般質問の中でも質問されたんですけれども，南部

健康運動公園の件について１点だけお伺いしたいんですけれども，これも南部の競技力ア

ップという意味においては本当に有り難い施設だなというふうに思っております。これも

早期の完成を望んでいるところではあるんですけれども，ここで，若干照明に関して要望

もありますが，少しだけお聞きしたい。今回のこの整備事業の中で，防災機能の強化とい

うところで，夜間照明４基というようなことがあります。これが，どれぐらいのものであ

って，どのように使うというようなものがあるんでしょうか。

谷本都市計画課長

　南部総合運動公園の照明についての御質問を頂きました。

　当照明につきましては，この陸上競技場が大規模災害時の広域応援部隊の夜間活動を支

援すると位置付けられておりますので，鳴門の第２陸上競技場と同等程度の10ルクス程度

を今考えております。

　

岩佐委員

　防災面ということで，一応10ルクスという明るさではあろうかとは思うんですけれども，

やはり競技力向上であったりとか，今後，阿南市のほうが維持管理をすると。また，そこ

でのいろんな競技団体，陸上競技の協会であったりとか，インフィールドということでサ

ッカーができたりとかいうようなことで，利用の団体とかもあろうかと思います。せっか

く，こういう照明，場所があって，防災面での夜間照明があるということなんですけども，

その競技用としての夜間照明ということについて，今後の方針というのは現状ないんでし

ょうか。

谷本都市計画課長

　当陸上競技場は，県におきましては2019年から始まります３大国際スポーツ大会に向け

まして，これから県民の皆様のスポーツへの関心とか，あと各種大会の開催誘致の機運を

更に高めるため，昨年12月にスポーツ施設環境整備計画におきまして，先行的に整備する

施設に位置付けております。

　現在，県としましては，まずは県南地域のスポーツの拠点となるこの陸上競技場の整備

にしっかり取り組んでまいりたいと考えておりますけど，先ほど，その中で当陸上競技場

は防災の活動拠点になりますから当面は10ルクスを目指していくんですけど，今後，照明

の照度アップが可能となりますよう，例えば，充電設備の設置とか，配管の増設等対応で

きるよう，現在，設計を進めているところでございます。

　今後，当陸上競技場が完成しましたら，地元の阿南市に管理をお願いすることとなって
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おりますので，本格的に整備を進める中で，維持管理も含めまして，阿南市や競技団体と

協議してまいりたいと考えております。

岩佐委員

　防災拠点という位置付けではあるんですけれども，ここにＪＩＳの照度基準というもの

もあります。野外で，例えばサッカーであったりとか陸上競技もある程度，競技区分とか

はあるんですけれども，その競技を行うには最低 100ルクスぐらいからあります。まず，

防災拠点ができることというのは本当に大切だと思うんですけども，一度作った照明をま

たやりかえるというのは二度手間であり，お金の面でも無駄になろうかと思います。しっ

かり今後の発展であったりとか，増設がしやすいような設計で進めていただけますよう強

く要望いたしまして終わりたいと思います。

寺井副委員長

　質問する前に，二つほど県民の声を届けておきたいと思います。

　まず１点は，たしか去年の秋頃でしたか，阿波市を通る県道鳴門池田線の橋上の舗装が

非常に悪くて，トラック運送等々のドライバーから，そこへ来たらブレーキをかけてゆっ

くり通らなガタガタするんだというお話がございまして，道路整備課の皆さん方にお願い

をしたところ，もう既にその話は聞いており，舗装するつもりですというお話を聞いて，

きれいに舗装をしていただいたのですけれど，運送業界のドライバーの人たちから，寺井

さんよろしく県の人に言うといてくれと，ほんまに運転しやすくなったんでと，そういう

お褒めの言葉を頂いております。

　それからもう１点，これは昨日ちょっと私，徳島大学へ行っておりまして，今，岩佐委

員がおっしゃいました脇町第一箇所の築堤，44年もかかって立派なものができたわけでご

ざいますけれども，それを見た鳴門の人が，寺井さん，新聞を見た。私は，実は脇町が水

につかりそうになっているときに消防団員や住民の方々が砂袋を積んで水が入らないよう

にしていた現場を見たことがあるんだ。今度すばらしい堤防ができたんだってねというよ

うな関心を示されておりまして，44年もかかったんですわという話をしたら，大変でした

ねというお話を聞いてきました。県民の皆様はそういうふうに見られて，皆さん方の頑張

っている姿を見られているのかなと思うわけでございますので，今後も自信を持って取り

組んでいただいて，しっかり予算を付けて頑張っていただきたいなと，報告をしておきま

す。

　それでは，質問に戻りますけれども，早明浦ダム再編についてお伺いをいたします。

　吉野川については，議会でしっかりと議論をしていかなければならないと考えておりま

す。さきの本会議で我が会派の元木議員のほうから，早明浦ダムの再編に当たっての無堤

対策と残されてきた水問題の解決へ向けた取組について，知事の姿勢を問うたわけでござ

いますけれども，私もおおと思いましたが，知事から今後10年以内に残る全ての無堤地区

で事業を着手するという確固たる決意を持って国に着手時期の明示を求めるという答弁が

ございました。本当にまだ無堤地区が37％ぐらい残っていて，住民の皆さん方は不安に思
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っている中で，治水対策を強力に進めていこうという強い意志が伝わってきたところでご

ざいます。

　また，知事からは，水問題の解決に向けての新たな提案がございました。

　そこで，お伺いをするのは，河川環境の改善に向けて，洪水時の放流量の一部をダムに

貯留して活用することを提案するというようなことがあったわけでございますけれども，

どのようなことなのか，具体的に教えていただきたいと思います。

飯田水資源・流域振興室長

　河川環境の改善に向けた提案についての御質問でございます。ダムにおいて洪水調節容

量は，平時は洪水のために空けておくわけでございますが，洪水時に増加する流量の一部

をダムにためて，下流に流す水の量を抑えて河川の水位を下げている役割を担っています。

　先日，本会議におきまして，元木議員の御質問に対して答弁させていただきました洪水

放流量の一部をダムに貯留して活用する提案につきましては，ダムの運用に支障がない範

囲で，平時は空けておく容量に一時的に洪水の水をためまして，平時にそれを活用して水

量を増やし，河川の環境の改善に活用することを求めるものでございます。

寺井副委員長

　洪水の水をためるというのはなかなか難しいんかなと私も思うんですけれども，正に濁

った水をためて，これをうまく使っていくということをお聞きしましたが，簡単にできな

いなと思ったりもします。できたら，きれいな水のときにしっかりためといていただいて，

我々，吉野川北岸土地改良区なども水を利用させていただいており，特に春先の水が欲し

いわけですから，それを使ったほうがいいなと思うんですけれども，こういうこともでき

るならば，本当にしっかりと取り組んでいただければなと思っておりますので，どうぞよ

ろしく，国にしっかりまた求めていってほしいなと思います。

　もう１点，今後，早明浦ダムの再編，無堤地区の解消と水問題の解決に対してどのよう

に取り組んでいくのか，聞かせていただきたいと思いますので，よろしくお願いします。

飯田水資源・流域振興室長

　ただいま吉野川の水問題に対して，御質問を頂きました。

　先の事前委員会，それから本会議におきましても，寺井副委員長さんをはじめとして，

議員の皆様から御意見や流域の住民の方々の思い，先ほどもお話があり，さきの本会議で

も答弁させていただいた無堤地区の着手時期の明示，それから水問題解決に向けた提案と

いったこともこれまで遅滞なく国にお伝えをしているところでございます。今後とも，無

堤地区の解消はもちろんのこと，水問題の解決なくして再編はないという考え方のもとで，

課題の解決をしっかりとやってまいりたいと考えております。

寺井副委員長

　なかなか簡単にはいきませんが，これからしっかりと訴えていただきたいと思います。
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我々県議会としても，治水・利水を考える議員連盟は，ほとんどの議員が加入しています

ので，国へ向けて，県の方も含め，精いっぱい協力をしていきたいので，協力体制での中

で国に要望をしっかりとしていってほしいと思うところでございます。

　知事が決意を示していただいたんですけれども，現場の長として，部長の決意をお聞か

せ願えれば幸いです。

原県土整備部長

　この早明浦ダムの再編につきましては，２月の議員連盟の皆さんの勉強会で申し上げま

したように，正に皆様から頂いた御意見というのは，私ども全く同じで，これまでもずっ

と変わらず要望させていただいております。

　今回の早明浦ダム再編の取組につきましては，私も申し上げておりますが，議員の皆さ

んと一緒になって取り組んでいくということでございますので，今後，早明浦ダム再編に

つきましては，まずは治水の上に利水が成り立つというこの条例のもと，治水対策を優先

に，これまでの水問題を解決する。こういうことを念頭に置きながら是非お力添えを頂き

まして，一緒に取り組んでまいりたいと思っておりますので，どうかよろしくお願いした

いと思います。

寺井副委員長

　力強い御答弁を頂いたわけでございますけれども，本当に異常気象で，渇水や洪水が頻

繁に起こるだろうと言われてまして，周辺に住む人たちはいろいろ不安を感じているとこ

ろですので，今御答弁いただきましたように，積極的に前へ向いて国への陳情等々もよろ

しくお願いをいたします。

島田委員長

　ほかに質疑はありませんか。

　（「なし」と言う者あり）

　それでは，これをもって質疑を終わります。

　これより採決に入ります。

　お諮りいたします。

 ただいま審査いたしました県土整備部関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきもの

と決定することに御異議ございませんか。

　（「異議なし」と言う者あり）

　御異議なしと認めます。

　よって県土整備部関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

【議案の審査結果】

　原案のとおり可決すべきもの（簡易採決）

　　議案第１号，議案第13号，議案第14号，議案第15号，議案第16号，議案第38号，
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　　議案第39号，議案第45号，議案第47号，議案第50号，議案第52号，議案第61号，

　　議案第62号，議案第63号

　

　次に，請願の審査を行います。

　お手元に御配付しております請願文書表を御覧ください。

　請願第１号「明谷地区における県道羽ノ浦福井線の道路整備及び桑野川の管理につい

て」を審査いたします。

　本件について，理事者の説明を求めます。

原県土整備部長

　①明谷橋前における主要地方道羽ノ浦福井線の右折レーンの整備については，今後，交

差点における交通量や安全性を総合的に勘案し，検討してまいります。　

　②桑野川の段樋門にポンプを設置することについては，平成13年度に樋門の電動化を行

うとともに，平成18年度からは，南部総合県民局に配備した排水ポンプ車を活用し，必要

に応じ，内水排除を行っております。

　また，平成26年８月の浸水被害を受け，段樋門前の桑野川本川や旧川に堆積した土砂の

掘削を行い，流下能力の確保に努めているところであります。

　今後とも，排水ポンプ車の活用や樋門等の適切な維持管理により，浸水被害の軽減に努

めてまいりたいと考えております。

　③桑野川本川の改修済区間である堂谷川合流点付近に，下流への土砂流出を抑制する構

造物を河川横断的に設置することは，そこから上流に土砂が堆積し，治水安全度が低下す

るおそれがあると考えております。

　④桑野川の国直轄管理区間の延長については，河川の改修，土地利用，浸水被害の状況

等から国が判断するものでありますが，当該区間については，引き続き，県による適正な

管理に努めてまいりたいと考えております。

　よろしくお願いします。

島田委員長　

　理事者の説明は，ただいまのとおりであります。

　本件は，いかがいたしましょうか。

　（「継続」という者あり）

　（「不採択」という者あり）

須見委員

　本件については不採択とすべきと考えております。

　請願事項の①については，ここ近年，重大な事故は起こっておらず，深刻な渋滞も発生

していない。

　②については，排水ポンプ車の配備や堆積土砂の掘削による流下能力の確保などにより，
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浸水被害の軽減が図られている。

　③については，床止めを設置することにより，そこから上流に土砂が堆積し，治水安全

度が低下するおそれがある。

　④の国直轄管理区間の延長については，国が判断するものである。

　以上により，本請願につきましては，不採択とすべきものと考えますので，よろしく御

賛同をお願いいたします。

島田委員長

 それでは，意見が分かれましたので，起立により採決いたします。

　お諮りいたします。

 本件は，継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は，御起立を願います。

　（賛成者起立）

　起立少数であります。                

　よって，本件は，継続審査とすべきことは否決されました。

　（臼木委員退席）

　次に，お諮りします。

 本件は，不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。

　（「異議なし」という者あり　）

　御異議なしと認めます。

 よって，本件は，不採択とすべきものと決定いたしました。

　これをもって，請願の審査を終わります。

　（臼木委員復席）

【請願の審査結果】

　不採択とすべきもの（簡易採決）

　　請願第１号

　以上で，県土整備部関係の審査を終わります。

　次に委員長報告の文案はいかがいたしましょうか。

　（「正副委員長一任」と言う者あり）

　それでは，そのようにいたします。

　次に，当委員会の閉会中継続調査事件についてお諮りいたします。

　お手元に御配付しております，議事次第に記載の事件につきましては，閉会中に調査す

ることとし，その旨議長に申し出たいと思いますが，これに御異議ございませんか。

　（「異議なし」と言う者あり）

　異議なしと認めます。

　よって，さよう決定いたしました。

　本年度最終の委員会でございますので，一言御挨拶を申し上げます。
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　本委員会の審査に当たりまして，委員各位におかれましては，この一年間終始御熱心に

御審議を賜り，また委員会を通じまして議事運営に格段の御協力を頂きましたことを厚く

お礼申し上げます。

　おかげを持ちまして，委員長としての重責を大過なく全うすることができました。

　これも一重に，委員各位の御協力のたまものであると心から感謝申し上げます。

　また，原県土整備部長をはじめ，理事者各位におかれましては，常に真摯な態度をもっ

て審査に御協力いただき厚く感謝の意を表するところであります。

　審査の過程において表明されました委員の意見並びに要望を十分尊重され，今後の施策

に反映されますよう強く要望してやまない次第でございます。

　終わりに当たりまして，報道関係者各位の御協力に対しましても，深く謝意を表する次

第であります。

　時節柄，皆様方にはますます御自愛いただきまして，それぞれの場で今後とも県勢発展

のため御活躍をいただきますよう祈念いたしまして私の挨拶とさせていただきます。

　本当にありがとうございました。

原県土整備部長

　県土整備部職員を代表いたしまして，一言お礼を申し上げます。

　島田委員長，寺井副委員長並びに各委員の皆様におかれましては，この１年間，県土整

備部行政，特に入札制度の在り方，また，治水・利水条例，そして先ほどは早明浦ダムの

再編等々，終始熱心に，御審議いただきました。またその際には，適切な御指導，御提言，

そして先ほどは寺井副委員長から励ましの言葉も頂きました。誠にありがとうございまし

た。

　頂きました数々の御提言，御指導につきましては，我々一同，肝に銘じまして今後，県

土整備部は南海トラフ巨大地震など，自然災害を迎え撃つ防災減災対策，そしてさらには，

エポックメイクとなります陸・海・空の交通体系の更なる進化等々全力で取り組んでまい

りたいと考えてございますので，委員の皆様におかれましては，従来に増しての御指導，

ごべんたつを賜りますようお願い申し上げます。

　最後になりますが委員の皆様におかれましては，御健康に留意されまして県政発展のた

めにますますの御活躍を御祈念申し上げまして，簡単ではございますが，お礼の挨拶とさ

せていただきます。

　本当に皆様，１年間どうもありがとうございました。

島田委員長

　これをもって，県土整備委員会を閉会いたします。（11時47分）
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